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【今後の予定】

４月２４日 熊本訴訟第１１回弁論
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 熊本弁護団 大原誠司 

～原告村上文江さんの意見陳述（要旨）～
原告の村上文枝といいます。昭和５年２月に生まれました。昭和２４年に結婚した後、布計の嫁ぎ先

である村上商店を手伝いました。布計は山奥の集落で、旧国鉄山野線の水俣駅から５つ目に薩摩布計

という駅がありました。昭和２５年ころは１８５戸の住人がいました。村上商店では、酒、塩、タバ

コや雑貨、魚などを販売していました。魚は、義父が水俣の丸島港から魚を仕入れてきたり、行商人

さんから買ったりしていました。行商人さんたちは、毎日、旧国鉄山野線に乗って、水俣でとれた魚

をたくさん売りに来ていました。村上商店は、布計地区で唯一の商店だったので、集落の人たちも魚

を買いに来ました。布計には肉屋がなかったので、魚は食生活には欠かせず、大切な食材でした。売

れ残った魚は家で食べました。３９歳ころから段々病気がちになりました。足全体のしびれがひどく、

歩くことがつらくなりました。トイレに這って行くことも、途中で動けなくなることもありました。

病院に行っても、原因は分からず「奇病」と言われました。不安な気持ちのまま、４５年もの年月を

過ごしました。平成２４年４月、布計地区の集団検診を受けて水俣病と診断されました。まさか自分

が水俣病などとは思ってもみませんでした。驚きましたが、初めて病名が分かって、私はやっと安心

しました。しかし、有効な治療法はまだないことを知り、再び絶望的な気持ちになりました。私は、

何も知らずに、汚染された魚を売り続け、結果として布計地区の皆さんの健康を損なう手助けをして

しまいました。このことが悔やまれてなりません。申し訳ない気持ちでいっぱいです。被害者の多く

は高齢です。私たちに残された年月は長くありません。生きている間にきちんと補償してください。

近畿訴訟の進行協議期日が

開催されました
近畿訴訟では、３月２６日に進行協議期日が

開催されました。今後は、４ヶ月に一度のペー

スで口頭弁論と進行協議の期日を、その合間に

２ヶ月おきのペースで進行協議期日をいれて、

訴訟をすすめていくとのことです。


